
みなかみ町上毛高原駅を核としたまちづくり構想策定委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 みなかみ町上毛高原駅を核としたまちづくり構想を策定するため、みなかみ町上

毛高原駅を核としたまちづくり構想策定委員会（以下「委員会」という。）を設置す

る。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、みなかみ町上毛高原駅を核としたまちづくり構想の策定に関する事項

について調査、検討及び審議し、その結果を町長に提案する。 

（組織） 

第３条 委員会は、15名以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから充てる。 

(1) 町議会議員 

(2) 識見を有する者 

(3) 商業又は観光業関係者 

(4) 行政関係者 

(5) その他特に町長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、上毛高原駅を核としたまちづくり構想の策定が終了するまでとす

る。ただし、任期中であってもその本来の職務を離れたときは、当該委員はその職を失

うものとする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。 

３ 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となり議事を進行する。 

２ 委員会は、全委員の半数以上の出席により成立する。 

３ 委員会の議事は、委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによ

る。 

４ 委員会の会議において、委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、

その説明又は意見を聞くことができる。 

（部会） 

第７条 委員長が所掌事務の専門的な調査及び審議の必要を認めたときは、委員会に部会

をおくことができる。 

２ 部会は、委員長の指名する委員をもって組織し、部会長は部会委員の互選によって定

める。 



３ 部会長は、部務を掌理し、部会における調査及び審議の経過並びに結果を委員会の会

議に報告しなければならない。 

４ 部会長に事故あるときは、部会に属する委員のうちから、あらかじめ部会長が指名し

た者が、その職務の代行をする。 

５ 前各項に定めるもののほか、部会の運営に関して必要な事項は、部会長が委員長の同

意を得て定める。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、総合戦略課において処理する。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、町長が別に

定める。 

附 則（令和４年２月15日告示第28号） 

この告示は、令和４年２月17日から施行する。 

 


